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●整備効果
本検討に基づき事業を実施した場合、本来あるべき移動経路を河川管理者と関係機関が
連携して取り組むことで、本川内だけでなく支川、水路を含めた水域ネットワークが確立され
ることにより、落差の改良及び魚道等の設置をすることで、本川と支川の移動経路を確保し
遡上・降下が出来る生息環境が期待される。

●提案理由
縦断方向の河川形状を分断している横断構造物（落差工）について、その改善を図るため、
下記調査及び検討内容により箇所を選定する。
①本川と支川、水路との水域の連続性の阻害要因の調査
②構造改善手法の検討

●委員会等からの意見

整備計画進捗状況報告」においては、「琵琶湖・陸域連続性回復協議会（仮称）の設立」「具
体的な調査箇所を検討」とのみあるが、この点については「環境-28」について点検したような
不備がある。同項を参照のこと。 【琵琶湖部会】

●進捗状況
高島市域の行政などが連携した「琵琶湖と田んぼを結ぶ連絡協議会」がH１７．８．２３に発
足し、みずすまし推進協議会などによる「みずすまし水田」、琵琶湖河川事務所と滋賀県が連
携した「針江浜うおじまプロジェクト」進めている。また、（独）水資源機構琵琶湖開発総合管理
所では湖岸堤残地を利用したビオトープ整備が進められている。
なお、第５・６回水陸移行帯WGにおいて琵琶湖と陸域との連続性の回復について高島市針
江地区の取り組みを提案した。水陸移行帯WGの詳細については以下を参照。
第５回ＷＧ http://www.biwakokasen.go.jp/others/specialistconference/wg/index5.html
第６回ＷＧ http://www.biwakokasen.go.jp/others/specialistconference/wg/index6.html

●今後の見通し等
「琵琶湖・陸域連続性回復協議会（仮称）」の設置の予定。
連携した取り組みについて、今後も継続して改善効果をモニタリングして検証する。






